
第1回介護施設等の在り方に関する委員会  

一 議事次第 －  

日時：平成18年9月27日（水）  

15：00－18：00  

場所：厚生労働省専用18、19、20会議室  

1．介護施設等のサービスの現状について  

2．その他   



資料－  
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療養病床の再編成について  資料2  

介護施設等の現状について  

今後の高齢化の進展～2025年の超高齢社会像～  

資料5  高齢者の住まいの状況について  

資料6  これまでの審議会・検討会等における報告等について   
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介護施設等の在り方に関する委員会の設置について（案）  

1．設置目的   

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）  

附則第2条に、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の基本的な  

在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の  

見直し等を検討することが規定されたことを踏まえ、これらのサー  

ビスの基準、報酬等について、今後、介護給付費分科会において審  

議を行うための基本的な論点の整理等を行うことを目的とする。  

2．検討事項  

（1）介護施設等の基本的な在り方に関する事項  

（2）介護施設等の入所者に対する医療の提供の在り方に関する事   

項  

（3）その他介護給付糞分科会長が分科会における審議のために事   

前に検討しておくことが必要と判断した事項  

3．その他  

○ 介護施設等の在り方に関する委員会の議事は公開とし、検討  

結果については介護給付責分科会に報告することとする。   



（参考）健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）  

附 則   

（検討）  

第二条 （略）   

2 （略）   

3 政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点か  

ら、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条  

第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれら  

の施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するととも  

に、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在  

り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずると  

ともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供  

体制の整備の支援に努めるものとする。   
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療養病床の再編成について   



療養病床とは  

・主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための  

病床です。  
・全国では約38万床あり、医療保険適用（約25万床）、介護保険適用  
（約13万床）がありますが、提供されるサービスは実質的に同じです。  

医療療養病床   介護療養病床   老人保健施設   
特別養護老人  

ホーム   

ベット数   約25万床   約13万床   約27万床   約36万床   

1人当た  

り床面積   
6．4ポ以上   6．4ポ以上   8．0ポ以上   10．65ポ以上   

平均的な  
約49万円   約41万円   約31万円   約29万円  

一人当た  

り費用額  
（H15年）   （H18．4月以降）   （H18．4月以降）   （H18．4月以降）   

医師  3人   医師  3人   医師   1人   医師  必要数  

人員配置                     看護職員  20人   看護職員17人   看護職員 9人  看護職員 3人  

介護職員  20人   介護職員17人   介護職員 25人   介護職員 31人   

ート   



療養病床は次のような課題を抱えています  

・現在の利用状況を見ると、必ずしも医療サービスを必要とlょしない方も利用  
しているのが実態です。  

医師による直接医療提供頻度  

〔中医協「慢性期入院医療実態調査」（平成17年11月11日中医協資料）〕  

○高齢者の状態に即した適切なサービスの提供  

○医療保険や介護保険の財源の効率的な活用  

○医師・看護師など限られた人材の効率的な活用  

の観点から再編成が  

必要となっています。  
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は喫緊の課題です  医療費の適正化   
○ 医療費適正化のための方策として、平均在院日数の短縮を計画的に行うことと  
しており、療養病床の再編成はその第一弾として位置づけられます。  

○ 限られた医療資源を現に医師・看護師等が不足している急性期を中心とした  

医療に振り向ける必要があります。  

・今後の高齢化の進展や日本経済の負担能力を考慮した医療費の適正化は必要  

・一方で、機械的に医療費を抑制する方法では医療の安心の確保はおぼつかない  

・国民の健康と医療のあり方に矛盾せず、かつ、医療費の適正化につながる政策の推進  
・その政策とは、「生活習慣病の予防」と「入院期間の短縮」  

t第1期（平成20～24年度）においては、「入院期間の短縮」の具体的方策が「療養病床の転  
換」  

■第2期以降も長期入院の是正や医療機関間の釧ヒ・連携により「入院期間の短縮」を進め、  
急性期医療への人材及び財源の重点的投入を実現する  

（1）平均在院日数（平成15年病院報告）  
（2）医療提供体制の各国比較（2004年）（OECD HeaIth Data 2006）  

全病床  

病床等   一般病床等  療養病床等   

36．4   28．3   20．7   172．3  

日本  ドイツ  フランス  イギリス  アメリカ   

平均在院日数   36．3   10．4   13．4   7．2   6．5   

人口千人当たり病床数   14．2   8．6   7，5   4．0   3．3   

－3－   



＜慢性期＞  ＜急性期＞  

医  

療  

費  

の  

伸  

び  

の  

抑  

制  

2025年で、  

・平均在院日  

数短縮により  

▲毯巴  

・生活習慣病  

予防により▲  

毯巴  

⇒計▲6兆円   
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療養病床をめぐるこれまでの経緯  

O「老人病院」－30年近い問題  
・1973年（昭和48年）老人医療費無料化  

・1983年（昭和58年）老人保健法の制定  

・1984年（昭和59年）「特例許可老人病棟」の導入  

一介護職員の配置  

■1986年（昭和61年）老人保健施設の創設  

・1990年（平成2年） ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十  

カ年戦略）の開始  

・1990年（平成2年）「介護力強化病院」の創設  

一定額制  

・2000年（平成12年）介護保険制度の施行  

書2001年（平成13年）「療養病床」の創設（医療法改正）  

○ 療養病床は、介護保険制度をめぐる議論の際にも大きな論点。  

■1996年（平成8年）6月「介護保険制度案大綱」（老人保健福祉審議会）  

「‥・施行後一定の経過期間内において、療養型病床群等の介護施設  

への転換を図るものとする。」  

0 2000年（平成12年）の介護保険制度施行時に、療養型病床群は介護保   
険適用と医療保険適用とに分かれる。  
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医療サービスの必要性を踏まえ療養病床の再編成を行います  

再編成は次のような形で進めます。  
①療養病床は全部廃止されるのではなく、医療サービスの必要性の高い方を対象とした医療   

療養病床は存続します。  
②介護療養病床の廃止は6年後であり、その間に老健施設等への転換を進めます。  
③療養病床の再編成を踏まえ、地域のサービスニーズに応じたケア体制の整備を計画的に   

進めます。  

15～17万床  

6～8万床   

ー6－  



療養病床の再編成には次のような効果が期待されます  

高齢者の状態にふさわしいサービスを提供します。  

一医療の必要性が高い高齢者には医療療養病床で医療サービスを提供  

・医療の必要性が低い高齢者には老健施設や居住系サービス、在宅などで適切な介護  
サービスを提供  

限られた医療保険・介護保険財源を効率的に活用することで、粗く見積もると全体  

で3，000億円程度の給付費の削減が期待されます。  

〔平成24年の粗い見積もり〕  

医療給付費   △4，000億円   

介護給付費   ＋1，000億円   

差 引   △3，000億円   

⇒ 高齢者医療に係る都道府県、市町村の公費負担の軽減、保険料の軽減につながる  

医師・看護師などの人材の効率的な活用が図られます。  

・療養病床から急性期病院への人材の再配置を可能とすることにより急性期医療への人  

材の重点的投入を実現  

・看護職員配置の引き上げ等により、医療療養病床の医療の質も向上  
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療養病床再編成により医療療養病床及び介護療養病床の費  
用が全体として軽減されます  

＜再編成前後の費用の変化イメージ図＞  

（老健施設等のベッド数）  

〔介護保険〕  

＋1，000億円  

（病床数）  

〔医療保険〕  

〔粗い試算〕  △4，000億円  

⇒ 医療保険・介護保険全体で見れば、   

平成24年度段階で差し引き3，000億円の減少見込み  
－8－   



再編成を円滑に進めるためきめ細かく対応します①  

・医療機関自身がそのまま患者さんの受け皿として老人保健施設などに転換でき  

るよう、様々な転換支援措置を講じます。  

医療震♯病床を対象とした転換支援措置  

※医療提供体制施設整備交付金（都道府県交付金）のメニュー項目   

の活用も含め対応（～平成19年廣）  

※医務擾養病原を老人保健施設又は居住系サービス施設に転換する   

ために要する費用を医擾保険財源により助成（平成20年度～）  

医師・看護職員等の配置等が   

緩和された経過的類型   

注：現行の語義病床のほかに、将来的な   
老人保健施設や居住系サービス等   

への転換を念頭に移行促進措置を   

設ける  老人保健施設  

療♯病床が老健施設に転換  

する場合の施設基準の緩和   

注：既存の建物をそのまま活用して老人   

保健施設に円滑に転換できるよう、   

6年間は1床当たり面積を6．4   

鵬（老人保健施設は81ポ）で可とす   

るなど、経過的に施設基準を緩和  

ケアハウス  
匿捺痔毒病床  

有料老人ホーム等  

グループホーム  
介護療養病床  

在宅療養支揺拠点  

第4期の介護保険事業計画において  

病床の転換が円滑に行われるよう  

参酌標準を見識し  

（健保法改正法の附則で措置）   
介護療養病床を対象とした転換支援措狂  

※市町村交付金による支援   

介護療養型医療施設等の機能転換を促進  
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療養病床の再編成のイメージ  

○再編成後のイメージは、下記の   
施設類型の組合せによって構   

成される。  

○整備計画■医療計画等に基づき   

計画的に転換を行う。  

○上記計画等を踏まえ、、第4期（   

21～23年度）の参酌標準を見   

直す。   

（
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在宅療養支援拠点   
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在宅療養支撥拠点イメージ～雌緒看きケアの綴穿～  
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再編成を円滑に進めるためきめ細かく対応します②  

・療養病床は地域的偏在が大きいことから、地域の特性に応じた対応が必要です。  

・そこで、将来の高齢化の状況を踏まえつつ、地域の状況に応じた転換を円滑に進  
めるため、各都道府県において「地域ケア整備構想」を平成19年夏～秋頃を目途  
に策定し、地域としての23年度末までの毎年度の対応方針を明らかにします。  

〔地域ケア整備構想（仮称）のイメージ〕  

1！地上或ケア体制の整備の方針   

○療養病床の再編成を踏まえた、都道府県における地域ケア体制整備の基本的な  
考え方を提示。  

②址蜘こついて   

○療養病床の再編成とともに、将来的な高齢化の進展や独居世帯等の増加等を   
踏まえたサービスニーズを施設・在宅の介護サービスに止まらず、住まいや  
在宅医療も含めて中長期・短期にわたって提示。  

の転換 ③療養病床 について   

○療養病床の年次別圏域別転換計画を提示  

※都道府県は、上記の「地域ケア整備構想（仮称）」を踏まえ、「介護保険事業支援計画」、  
「医療計画」及び「医療貴適正化計画」を策定します。  

※策定に当たっては市町村との連携を図ります。  

ー12－   



都道県別にみた65歳以上人口10万対病院・診療所の療養病床の病床数（平成17年12月未）  
県   男り   病 床 数  65厳以上  

人口10万対 床数   総   司改  左   ’  診 療 所   病  
全  国   381，131   357，349   23．782  1，532．1   

］ヒ  海  道   30，423   28，908   1，515  2．5870   

書  森   3．555   3．022   533  1．139．4   

石  手   3．611   3，130   481  1，100．9   

宮  城   3．948   3．505   443   879．3   

秋  【8   2．871   2．691   180   960．2   

山  形   2．068   し873   193   684．1   

福  j■   4，714   4，415   299  1．022．6   

茨  城   6．202   5．891   311  1．146．4   

栃  木   4．756   4，595   161  1．275．1   

群  馬   4，992   4．834   158  1．254．3   

埼  玉   14．581   14．501   80  1．394＿0   

千  葉   10．268   9．865   403  1，05■仁 0   

東  21．480   21，173   307   9g3．1   

神  楽 Jl   13，020   12，803   217   958．1   

新  潟   5．897   5，826   71  1．043．7   

富  山   5，647   5．347   300  2．258．8   

石  Jl   5，470   5．237   233  2．317．8   

福  ●井   2，940   2，625   315  1，615．4   

山  梨   2．616   2，445   171  1．406．5   

≒  苔′   4，250   3，819   431   841，6   

岐  阜   3，843   3．369   474   917．2   

静  岡   11．443   11，216   227  1，556．9   

「てア  ‘ヨl   14．304   13．739   565  1．235．2   

重   4．917   4，558   359  1．290＿6   

滋  賀   2，676   2．592   84  1，133．9   

京  都   7．209   7．073   136  1，419．1   

大  阪   24．825   24．644   181  1，658＿ 3   

兵  庫   15．422   14，703   719  1，480．0   

奈  良   3，424   3．398   26  1．287．2   

和  歌  山   3，243   2，897   346  1，345．6   

J■  取   1，858   1，667   191  1．299．3   

島  根   2，934   2，580   354  1．474．4   

岡  山   6．197   5．538   65g  1，465．0   

広  島   12，122   11，115   1．007  2，097，2   

山  ⊂l   10，564   10，149   415  2．918．2   

徳  島   5，394   4，833   56l  2，809＿4   

香  ハ1   3，516   2，733   783  1．542．1   

愛  媛   6，926   5．822   1．104  2．031．1   

高  矢口   8．136   8．041   95  4，027．7   

福  岡   26，472   24，593   1．87⊆〉  2，786．5   

佐  賀   5，712   4．934   778  3，006．3   

長  崎   7、．987   6．897   1．090  2，377．1   

熊  本   12．529   11，00了   1，522  2．961．9   

大  分   4，208   3．565   643  1，476，5   

宮  崎   5，119   4，218   901  1．961．3   

鹿  児  島   12．169   10，567   1，602  2，863．3   

子中  縄   4，675   4．396   279  2，226．2   

全国  
北海道  

l  l  

青森  

l  l  

岩手  
】  

宮城  

l  
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l  
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l  
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l  
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l  
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愛知  
三重  
滋賀  
京都  
大阪  
兵庫  
奈良  

和歌山  
鳥取  
島根  
岡山  
広島  
山口  
徳島  
香川  
愛媛  
高知  
福岡  
佐賀  
長崎  
熊本  
大分  
宮崎  

r  l  

鹿児島  

I  l  

l  

沖縄  

I  

l  l  

00（床）  

注）65歳以上人口は、平成16年10月1日現在の推計人口（総務省続計局）による。  

－13－  

【出典】病院報告（平成17年12月分概数）   



○介護療養型医療施設は、他の介護保険施設と比べ、地域的偏在が大きい。（介護   
療養型医療施設に係る高齢者一人当たりの給付費が一番高い都道府県は、一番   
低い都道府県の13倍（特養は1．9倍、老健は2．8倍））  

-144 



再編成を円滑に進めるためきめ細かく対応します③  

地域における療養病床の転換については次のような考え方で対応します。  
①第3期介護保険事業支援計画においては、次のような対応が可能となっています。  

・老健施設の空きがない場合でも、老健施設と介護療養病床の必要利用牢員総数  

の合計の範囲内に収まるときは転換可能  

＊特定施設、特別養護老人ホームの場合も同様  

②第4期介護保険事業支援計画については、都道府県が策定する地域ケア整備構  
想において対応方針を明らかにします。  

〔療養病床の概況等〕  療養病床アンケート調査  

中長期・短期のサービスニーズ見通し  

年次別・圏域別転換計画（～H23度末）  地域ケア整備構想の検討  

＜〇＝＝＞  市町村等との調整  

地域ケア整備構想の策定  

（H19夏～秋頃目途）   

介護療養病床が廃止される平成23年度末まで、十分な時間をかけて転換を進  
め、現場に混乱が生じないようにします。  

－15－   



健康保険法等の一部を改正する法律における検討規定  

附 則  
（検討）  

二  

3 政府は、入所者の状襲lこ応じてふさわしいサービスを提供する観   
点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設   
及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方   

並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直し   

を検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準   
並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づ   
いて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サ   
ービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとす   

る。  
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棄1回介護施設等の在り方  資料3  委員会 H18 
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介護施設等の現状について   



目次1．サービス利用者数の推移 …1  

（1）居宅・施設サービス別利用者数の推移  …1  

（2）種類別の入所・居住系サービス利用者数の推移・・・2  

2．各施設の概要 …3  

（1）入所・居住系サービスの概要 …3  

（2）平均要介護度の経年変化・施設ごとの現状 …5  

（3）介護保険3施設の退所者に係る平均在所日数  

の経年変化 …6  

（4）介護保険3施設の入退所の状況 …7  

3．介護サービスの状況 …9  

（1）職員配置の状況 …9  

（2）資格の取得状況 …11  

4．医療・看護サービスの状況 …12  

（1）職員配置の状況 …12  
（2）介護保険と医療保険の調整 …13  

（3）医療処置の状況 …14  

5．リハビリテーション等の状況・・・15  

（1）職員配置の状況 …15  

（2）介護保険3施設において提供している  

リハビリテーション等の状況…16  

6．看取りの状況 …17   

7，居住環境等・・t18   

（1）1人当たり居室等面積の基準・・・18   

（2）居室等の定員の経年変化・・t19   

（3）ユニット型施設の整備率 …21   

（4）補足給付（低所得者対策）受給者の割合・＝22   

（5）高齢者の資産保有状況・・・23  

8．施設等の整備状況1・・24   

（1）施設等の整備状況 …24   

（2）介護療養型医療施設の整備状況・・■25   

（3）老人保健施設の整備状況 …26   

（4）特別養護老人ホームの整備状況 t・・27   

9．介護を受ける場所についての意識調査結果・・・28   

（1）介護を受ける場所の希望 …28   

（2）自宅で介護を受けたい理由・・・29   

（3）自宅で最期まで療養することが  

困難な主な理由 …30   



1．サービス利用者数の推移  

（1）居宅・施設サービス別利用者数の推移  

○ 居宅サービス利用者の占める割合が増加している。  

居宅・施設サービス別割合（利用者数）  

平成13年10月  

ロ居宅サービス  

■施設サービス   

平成14年10月  

平成15年10月  

平成16年10月  

平成17年10月  

500   1，000   1，500   2，000   2，500   3，000   3，500  

【資料】「介護給付費実態調査」（厚生労働省統計情報部、各年10月サービス提供分）  
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（2）種類別の入所・居住系サービス利用者数の推移  

○ 入所・居住系サービスの利用者数が増加している中で、介護保険3施設よりも、居住系サービスの伸び率が  
高い。  

入所・居住系サービスの利用者数の推移  

萱†   

口介護療養型医療施設  

平成13年10月  

田老人保健施設  

ロ特別養護老人ホーム  

i
 
 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス
 
 

□認知症高齢者グループホーム  

臼特定施設   平成17年10月  

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900   1000  

（千人）  

【資料】′「介護給付費実態調査」（厚生労働省統計情報部、各年10月サービス接供分）  
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2．各施設の概要  

（1）入所・居住系サービスの概要  

介護療養型  
老人保健施設   

特別養護  認知症高齢者  
医療施設  老人ホーム  グループホーム   

特定施設   

重医療・要介護高  要介護高齢者が  要介護高齢者の  認知症高齢者の  要介護高齢者も含  

基本的性格  
齢者の長期療養  在宅復帰を目指す  ための生活施設  ための共同生活  めた高齢者のため  
施設   リハビリテーション  住居   の生活施設   

施設  

（「介護療養型医療施  （「介護老人保健施設」  （「介護老人福祉施設」  （「認知症対応型共同生  （「特定施設入居者生活  

設」の定義）   の定義）   の定義）   活介護」の定義）   介護」の定義）  

療養病床等を有する  要介護者に対し、施設  老人福祉法に規定す  要介護者であって、認  有料老人ホーム、経費  
病院又は診療所であっ  サービス計画に基づい  る特別養護老人ホーム  知症であるもの（その昔  老人ホーム、養護老人  
て、当該療養病床等に  て、看護、医学的管理  であって、当該特別養  の認知症の原因となる  ホーム又は適合高齢者  
入院する要介裏蔓者に対  の下における介護及び  護老人ホームに入所す  疾患が急性の状態にあ  専用賃貸住宅に入居し  

し、施設サービス計画に  機能訓練その他必要な  る要介護者に対し、施  る者を除く。）について、  ている要介護者につい  
基づいて、療養上の管  医療並びに日常生活上  設サービス計画に基づ  その共同生活を営むべ  て、提供するサービスの  

定義（介護保険法）                                                                                          理、看護、医学的管理  の世話を行うことを目的  いて、入浴、排せつ、食  き住居において、入浴、  内容等を定めた計画に  
の下における介護その  とする施設。   事等の介護その他の日  排せつ、食事等の介護  基づき行われる入浴、  
他の世話及び機能訓練  常生活上の世話、機能  その他の日常生活上の  排せつ、食事等の介護  
その他必要な医療を行  訓練、健康管理及び療  世話及び機能訓練を行  その他の日常生活上の  
うことを目的とする施  養上の世話を行うことを  世話、機能訓練及び療  

設。  目的とする施設。   養上の世話。   

施設数   3，717   3，131   5，291   5，449   904   

定員数   138，942人   282，513人   363，747人   76，998人   40，597人   
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介護療養型  特別養護  
老人保健施設  

老人ホーム   

認知症高齢者  
医療施設  グループホーム   

特定施設   

平均要介護度  イ，30   3．19   3．73   2．39   2．32   

平均在所日数  359．5日   230．1日   1，429．0日   （データなし）   （データなし）   

1人当たり居室面積  6．4ポ以上   8n了以上   10．65ポ以上   7．43n了以上   適当な広さ   

1部屋の定員数  4人以下   4人以下   4人以下   原則個室   原則個室   

医師   
3以上  常勤1以上  必要数  

48：1以上  100：1以上  （非常勤可）  

看護職員   6：1以上   
看護・介護  

主  

看護・介護  

3：1以上  
3：1以上  

な   6：1以上  入所者100人の  
（看護2／7）  

職  場合、看護3人  場合、看護3人  
⊂：コ 貝  PT及びOTが   PT又はOTが  

配  適当数   100：1以上  

置 基  

準   
100：1以上   

（うち1名常勤）  

介護支援専門員   常勤1以上   常勤1以上   常勤1以上   1以上   1以上  

（計画作成担当者）   100：1以上   100：1を標準   100：1を標準  100：1を標準   

1平均要介護度は、「介護給付費実態調査」（厚生労働省統計情報部、平成17年11月審査分）から算出  
2 施設数、定員数については、「介護サービス施設・事業所調査」（同、平成16年10月1日時点）  
3 平均在所日数については、「介護サービス施設・事業所調査」（同、平成15年9月中の退所者等について）  
4 特定施設は、外部サービス利用型特定施設を除く。  
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（2）平均要介護度の経年変化・施設ごとの現状  

○ 介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、特定  

施設の順で平均要介護度が高い。  
○ 特定施設を除き、平均要介護度は高くなる傾向にある。  

平均要介護度の経年変化・施設ごとの現状  

4
 
 

3
 
 

平
均
要
介
護
度
 
 

5
 
 

3
 
 

平成13年  平成14年  平成15年  平成16年  平成17年  

◆介護療養型医療施設一一老人保健施設「－特別養護老人ホーム」竪琴㌍撃栗－ム＿叫寺定施設  

【資料】「介護給付真実態調査」（厚生労働省統計情報部、各年11月審査分）  

ー5－   



（3）介護保険3施設の退所者に係る平均在所日数の経年変化  

○ 平均在所日数は介護療養型医療施設が約1年、老人保健施設が約8ケ月、特別養護老人  
ホームが約4年である。  

○ 各施設ごとの平均在所日数の推移については大きな変化はない。  

（日数）  

平成13年   平成15年   

介護療養型医療施設   359．3   359．5   

老人保健施設   229．2   230．1   

特別養護老人ホーム   1，502．2   1，429．0   

【資料】「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部、各年9月中の退所者等について）  
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（4）介護保険3施設の入退所の状況  

○介護療養型医療施設では、約7割が医療機関から入院し、約4割が医療機関に移り、約3割が死亡  
退院している。  

○老人保健施設では、約5割が家庭、約4割が医療機関から入所し、家庭、医療機関それぞれに約4  
割が退所している。  

○ 特別養護老人ホームでは、退所者の約7割が死亡によるものである。  
（退所後の行き先）  退所者  6，121人  （入所前の場所）  

（100．0％）   

17．9  

5．1  

1．1  

9．9  

37．3  

27．0  

1．8   

介
護
療
養
型
医
療
施
設
 
 
 

（100．0％）   

18．3  

1．9  

0．3  

4．6  

71．8  

3．2   

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他  

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

その他  

⇒  ⇒   

平均在所日数  

医療機関 →  

医療機関 →  

家 庭 →  

359．5日  

医療機関  

死 亡  

家 庭  

（退所後の行き先）  退所者   19，966人  （入所前の場所）  

（100．0％）  

39．2  

7．0  

2．1  

9．4  

38．5  

2．2  

1．6  

30．5％   

25．9％  

8．7％   

（100．0％）  

45．7  

1．2  

0．5  

6．4  

43．5  

2．6  

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他   

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

その他  

老
人
保
健
施
設
 
 

⇒   亘  

庭
 
 

療
療
 
 
家
医
医
 
 

7
 
 
 



（入所前の場所）  （退所後の行き先）  3，016人  

（100．0％）  

30．0  

3．4  

4．5  

26．8  

30．2  

5．2  

2
・
7
 

1
 

∩
“
 
 

0
 
 

1
 
 

（
 
 
 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 
 
 

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

その他  

家庭  

特別養護老人ホーム  

その他の社会福祉施設  

老人保健施設  

医療機関  

死亡  

その他  

⇒  

23．4  

71．3  

1．1  

平均在所日数  1，429．0日  

注：「その他」には不詳を含む。   

【資料】「平成15年介護サービス施設】事業所調査」（厚生労働省統計情報部、平成15年9月時点）  

（参考）特別養護老人ホームの死亡退所者の死亡の場所  

【資料】「特別養護老人ホームにおける終末期の医療・介護に関する調査研究報告書」（医療経済研究機構、平成15年3月）  
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3．介護サービスの状況  

（1）職員配置の状況  

○ それぞれの施設等の役割に応じて、介護職員及び看護職員の配置基準が定められており、具体  
的な配置基準と実際に配置されている数は以下のとおりである。  

平成16年10月1日  

介護療養型   特別養護   

医療施設  老人保健施設    認知症高齢者   特定施設   

看護・介護  看護・介護  

6：1以上   
看護・介護  

配  介護職員  3：1以上   3：1以上  3：1以上   

置  
（17人）  3：1以上  入所者100人の  （4人）（※3）   利用者100人の  

基  
（看護2／7）  

場合、看護3人  場合、看護3人  

準蒜  ≡ 
■ 

口  

ヽJ  
6：1以上 （17人）  

■．：≡至・  
童．≠  

従  33．1   30．1   37．7   7．2（※3）   39，6  
業（  

者※  

数2  30．5   11．1   4．9  5．9   
）   

※1…（）内は、利用者を100人として算出した数。  

※2…定員100人あたりの常勤換算従業者数  

※3…認知症高齢者グループホームは、利用者10人あたりの数  

【資料】「平成16年介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部）  
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夜勤職員の基準  

施設種類   夜勤職員基準   

2以上で、かつ入院患者数30人ごとに1以上  
介護療養型医療施設     （うち看護職員が1以上）   

老人保健施設   
2以上  

40人以下の施設で常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては1以上   

利用者数25人以下1以上  
利用者数60人以下 2以上  
利用者数80人以下 3以上  

特別養護老人ホーム             利用者数100人以下4以上  

100人を超えて25を増すごとに1以上  
（ユニット型）2ユニットごとに1以上   

認知症高齢者  介護従業者の数が1以上   
グループホーム  

特定施設   常に1以上の介護職員を確保   

－10－   



（2）資格の取得状況  

○ 介護職員に占める介護福祉士の割合は、老人保健施設と特別養護老人ホームでは約4割   
となっている。  

平成16年10月1日  

介護療養型  
老人保健施設   

特別養護  認知症高齢者  
特定施設   

医療施設  老人ホーム   グループホーム  

介護職員   45，929人   85，151人   136，960人   55，685人   16，089人   

…介護福祉士（再掲）  8，674人 （柑．9％）   37，834人  57，346人  

（44．4％）  （41．9％）   

看護職員   42，413人   31，446人   17，788人   2，872人  2，375人   

（注2）  

【資料】「平成16年介護サービス施設t事業所調査」（厚生労働省統計情報部）   

（注1）データなし  

（注2）認知症高齢者グループホームの看護職員は、介護職員の再掲である。  
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4．医療・看護サービスの状況  

（1）職員配置の状況  

○ それぞれの施設等の役割に応じて、医師及び看護職員の配置基準が定められており、具体的な配  
置基準と実際に配置されている数は以下のとおりである。  

平成16年10月1日   

施設種類  
介護療養型   特別養護   

老人保健施設  
老人ホーム   

認知症高齢者   

医療施設  グループホーム   
特定施設   

3以上  常勤1以上  

医師  48：1以上  
必要数  

100：1以上（注）  
（非常勤可）（注）   

（注）   （注）  

配  （3人）  （1人）  

置  看護・介護  

基（  看護・介護  

準苧  6：1以上  3：1以上  
3：1以上  

（17人）  （看護2／7）  
入所者100人の  利用者100人の  

ヽJ  

（9人）  
場合、看護3人  場合、看護3人  

（3人）  

従  医師   6．1   1．2   0こ4  

業（  
者※  

数2  30．5   11．1   4．9  
）  

※1＝・（）内は、利用者を100人として算出した数。  

※2…定員100人あたりの常勤換算従業員数。  

【資料】「平成16年介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部）  

（注）老人保健施設、認知症高齢者グループホーム及び特定施設においては、利用者の症状の急変等に備え、協力医療機関を、   
特別養護老人ホームにおいては、入院治療を必要とする入所者のために、協力病院を定めることとしている。  
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（2）介護保険と医療保険の調整  

○ 医療サービスは、施設により介護保険又は医療保険から給付される範囲が異なる。  

l  療保険で給付  
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（3）医療処置の状況  

○ 施設種別によって違いはあるが、介護保険3施設の利用者の中にも、経菅栄養、噂疲吸引、膜胱カテーテルなどの  
医療的な処置を受けている者がいる。  

○ 特別養護老人ホームにおいては、相対的に施設外で医療処置が提供されている割合が高い。  

介護保険3施股の利用者のうち医療処置を受けた者の割合  
平成13年9月  

経  
菅  
栄  
養  

嗜  
癖  
吸  
引  

福
膚
の
処
置
 
 

膀
胱
カ
テ
ー
テ
ル
 
 
 

酸
素
療
法
 
 

気
管
切
開
 
 

中
心
静
脈
栄
養
 
 

＊表記グラフは、「他の医療機関での処置を受けた者」又は「施設内で処置を受けた者」を合計した人数を、各介護保険施設の利用者数で除したものの割合を示したものである。なお、「他の医療機関で  
の処置」と「施設内の処置」の双方を受けた者は、重複計上されている。  

【資料】「平成13年介護サービス施設一事業所調査」（厚生労働省統計情報部）  
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5．リハビリテーション等の状況  

（1）職員配置の状況  

○ それぞれの施設等の役割に応じて、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）及び機能訓練指導員の  
配置基準が定められており、具体的な配置基準と実際に配置されている数は以下のとおりである。  

平成16年10月1日  

職種   
介護療養型  

老人保健施設   
特別養護  認知症高齢者  

医療施設  老人ホーム  グループホーム   
特定施設   

理学療法士（PT）、  
PT及びOTが  PT又はOTが  

配   
置  

基  

準  

従  

理学療法士及び   

作業療法士   
業  

者  

数  

※従業者数は、定員100人あたりの常勤換算従業者数  

【資料】「平成16年介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部）  

ー15－   



（2）介護保険3施設において提供しているリハビリテーション等の状況  

○ 機能訓練・リハビリテーション等を受けた者の割合をみると、ほとんどの種類で老人保健施設が多く、  
運動療法は65．5％となっている。  

1月間に機能訓練・リハビリテーション等を受けた者の割合  

平成15年9月 （％）  

介護療養型医療施設   老人保健施設   特別養護老人ホーム   

運動療法   48．9   65．5   25．9   

作業療法   15．9   26．6   6．5   

言語療法   9．0   4．6   2．2   

物理療法   6．3   19．8   7．5   

日常生活動作訓練   15．2   34．8   30．6   

レクリエーション   31．5   84．1   60．8   

※「受けた者の割合」とは、在所者のうち、各機能訓練－リハビリテーションを受けた者の割合。  

【資料】「平成15年介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部）  
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6．看取りの状況  

○利用者の死亡が予想される場合、介護療養型医療施設の約3割、老人保健施設の約8害叫、特別養  
護老人ホームの約5割が「速やかに病院等に移す」としており、「施設内で看取る」とする施設は介護  
療養型医療施設の約5割、老人保健施設の約6％、特別養護老人ホームの約2割である 。  

介護療養型医療施設  老人保健施設  特別養護老人ホーム   

死亡時期の予測：ある  

程度予測できていた   
73．1％  62．1％  71．8％   

療養病床の病棟内で  
53．3％  施設内で看取る   

看取る  
5．9％  施設内で看取る   19．4％  

速やかに自院の一般  

病床へ移す   26．9％  速やかに病院等  速やかに他の病  
83．4％   院に移す   54．9％  

速やかに他の病院に  に移す  

移す   
5．2％  

死亡が予想される  
く患者・家族が在宅死を希望した  〉   く施設内死亡の希望の受け入れ〉   く施設内死亡の希望の受け入れ〉  

場合の基本方針  場合の対応  

自院で支援する   50．0％  原則受け入れる   33．8％  原則受け入れる   69．1％  

同一・関連法人で支  

接する   
19．3％   

受け入れない   46．5％  受け入れない   13．5％  
他の医療機関を紹介  

19．3％   
する  

【資料】「療養病床における医療・介護に関する調査報告書」（医療経済研究機構、平成17年3月）  
付表：3施設における調査結果の比較表  
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7．居住環境等  

（1）1人当たり居室等面積の基準  

介護療養型  
老人保健施設   

特別養護  認知症高齢者  

医療施設  老人ホーム   グループホーム   
特定施設   

田  13．2nて以上   
面積  

13．2rポ以上   13．2ポ以上   原則個室  原則個室  

ツ  

ト  

居   定員数   原則個室   原則個室   原則個室  
室  適当な広さ  

等  1人当たり  
6．4rポ以上  8ポ以上   10．65ポ以上  

21．6nて以上  
従  

面積  
来  

型  
定員数  

7．43ポ以上  

養護老人ホーム10．65ポ以上 ケアハウス 有料老人ホーム13n了以上 （介護居室） 高齢者専用賃貸住宅25ポ以上  4人以下  4人以下   4人以下   

食堂と機能訓練  

食堂  
入院患者×1n了  入所定員×2n了   室を合算した面   居間と   

．以上   以上   積が入所定員×   
適当な広さ  

3ポ以上   
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（2）居室等の定員の経年変化  

○ 介護保険3施設ではいずれも個室が増加している。  
○ 全居室等のうち、介護療養型医療施設では約2割、老人保健施設では約3割、特別養護老人ホー  
ムでは約4割が個室となっている。  

○介護療養型  

○老人保健施設における室定員別療養室数の分布  

【資料】「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省統計情報部、各年10月1日時点）  
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（3）ユニット型施設の整備率  

○ 平成18年4月審査分において、特別養護老人ホームの約1割はユニット型の報酬を請求しているが、  
老人保健施設、介護療養型医療施設では、ユニット型の報酬の請求はごくわずかである。  

○介護保険3施設の報酬の請求回数  （手回）  

平成18年4月審査分  

4，751．8   

介護療養型医療施設   ユニット型（再掲）   0．2  

割合（％）   0．0％  

8，634．0   

老人保健施設   ユニット型（再掲）   110．6  

割合（％）   1．3％  

11，635．5   

特別養護老人ホーム   ユニット型（再掲）   1，403．5  

割合（％）   12．1％   

【資料】「介護給付真実態調査」（厚生労働省統計情報部、平成18年4月審査分）  
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（4）補足給付（低所得者対策）受給者の割合  

○ 施設入所者に占める補足給付受給者の割合は、特別養護老人ホームで約8割、老人保健施設・  
介護療養型医療施設で約5割となっている。  

介護療養型医療施設  老人保健施設  特別養護老人ホーム  

口第1段階  

■第2段階  

口第3段階  

口第4段階  

第4段階   

49．2％  

※ 第1段階～第3段階の割合は、介護保険事業状況報告（平成18年3月分）の食草に係る認定件数の平成18年4月審査分  
（3月サービス分）介護給付費実態調査の利用者数に対する割合。  

※ 第4段階の割合は、100％から第1段階～第3段階の割合を控除して算出。  
一■一一－－－－－－－ － －－－－－－－－－ －一 一－－－－－ －－－－－ －－－－－－ －－一－－－・■－■－－・・・・■■－一一－ －－－－－－・－ －－ －－－・一－ －－－ －－－ －－－－ 一一－－ －－■■－－－－－－－－ ■‾■‾‾ ■ 【 一■－  

′ ′′（参考）補足給付について  

： 介護保険3施設における居住計食費の具体的な水準は、利用者と施設との契約によることが原則である。  
い方に居住費■食費の負担限度鮎設け、施設には平均的な費用（基準費用額）と負担限度額との差額  

＼   

ヽ   
＼   

I   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1   

】   
l   

【   
l   

／   

／   ／  

利用者負担段階の定義   

生活保護受給者、市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者  
市町村民税世帯非課税であり、課税年金収入毅と合計所得金額の合計が80万円以下の方  
市町村民税世帯非課税であり、第2段階以外の方  
第1～3段階以外の方（市町村民税課税者、市町村民税本人非課税者）  

●■一■ ■■■－■●－－一一－■－－－－－■－■－－－－－－－－－ －－－一－ －→－－－－－－－－－－ －●－－ －－－－－－－－■■－ －－－－－－－－－一一－ －－－ －－－ 一一  

・第1段階 ＝・   

・第2段階 ＝・   

・第3段階 ‥・   

・第4段階 ・‥   
、  ＿ ＿ ＿．＿ － ＿ ●＿ ■＿ ＿ ＿■．．＿ ＿，＿＿  
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（5）高齢者の資産保有状況  

○ 世帯主の年齢が高いほど、家計の資産が多い。  
○ 家計を主に支える者が高齢者の世帯では、収入が低くても比較的持ち家率が高い。  

世帯主の年齢別の1世帯当たりの資産  高齢者世帯の持ち家率  

％
 
 

0
 
 

0
 
 
 

0
 
0
 
 

月
 
 

5
 
 

持
ち
家
の
世
帯
の
割
合
 
 

1
世
帯
当
た
り
の
資
産
 
 

0
 
0
 
 

0
 
孔
 
 

0
 
0
 
 

∩
〉
 
3
．
 
 

（
U
 
 

O
 
 β

 
 

2
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世帯の年間収入  （万円）   

白金融資産口住宅・宅地資産■耐久消費財等資産  一●一全世帯＋家計を主に支える者が65歳以上の世帯  

【資料】「平成15年住宅・土地統計調査」（総務省統計局）より作成  【資料】「平成16年全国消章実態調査」（総務省統計局）より作成  
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8．施設等の整備状況  

（1）施設等の整備状況  

○ 入所・居住系サービスの整備は全国的に進んでいるが、地域差がある。  

ロ介吉箋療羨望医療施設  口老人保健施設  口特定施設  口認知症高齢者GH  ロ特別養護者人ホーム  
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※1 ∩護保険3施設については、平成17年度末の定員数（厚生労働省老健局計画課調べ）を平成18年度の高齢者人口の見込み（第3期介護保険事業（支援）計画）で除して得た率。  
※2 居住系サービス（認知症グループホーム，特定施設）については、平成17年度末のサービス利用者数（厚生労働省老健局計画課調べ）を平成18年度の高齢者人口の見込み  
（第3期介護保険事業（支援）計画）で除して得た率。  
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（2）介護療養型医療施設の整備状況  
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※ 平成17年度末の定員数（厚生労働省壱健局計画課調べ）を平成18年度の高齢者人口の見込み（第3期介護保険事業（支援）計画）で除して得た率。  
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（3）老人保健施設の整備状況  
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※ 平成17年度末の定員数（厚生労働省老健局計画課調べ）を平成18年度の高齢者人口の見込み（第3期介護保険事業（支援）計画）で除して得た率。  
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（4）特別養護老人ホームの整備状況  
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※ 平成17年度末の定員数（厚生労働省壱健局計画課調べ）を平成18年度の高齢者人口の見込み（第3期介護保険事業（支援）計画）で除して得た率。  
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9．介護を受ける場所についての意識調査結果  

（1）介護を受ける場所の希望  

○ 介護が必要となった場合、「可能な限り自宅で介護を受けたい」とする者が45％、「特別養護老人  
ホームや老人保健施設などの介護保険施設に入所したい」とする者が33％である。  

（間）仮に介護が必要となった場合にどこで介護を受けたいか。  

□可能な限り自宅で介護を受けたい  

日特別養護老人ホームや老人保健施設などの介   

護保険施設に入所したい   

田介護付きの有料老人ホームや痴呆性高齢者グ   
ループホーム（痴呆の高齢者が共同生活を営む   
住居）などに住み替えて介護を受けたい  

ロー概に言えない  

ロわからない  

【資料】「高齢者介護に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室、平成15年7月）  
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（2）自宅で介護を受けたい理由  

O「可能な限り自宅で介護を受けたい」とした者の、約9割がその理由として「住みなれた自宅で生活を  
続けたいから」を挙げている。  

（間）「可能な限り自宅で介護を受けたい」と答えた理由は何か。（複数回嘗可）（調査対象‥全国20歳以上の者）  

0   10  20  30  40  50  60  70  80  90  

％  

住みなれた自宅で生活を続けたいから  

施設で他人の世吾割こなるのはいやだから  

他人との共同生活はしたくないから  

施設に入るだけの金銭的余裕がないから  

施設では自由な生活ができないから  

在宅で十分な介護が受けられるから  

具休的に施設を知らず、不安だから  

福祉施設を利用することに抵抗を感じるから  

その他  

わからない  

【資料】「高齢者介護に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室、平成15年7月）  
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（3）自宅で最期まで療養することが困難な主な理由  

○ 最期まで自宅療養が実現困難であるとする理由として、「介護してくれる家族に負担がかかる」、  
「症状が急変したときの対応に不安がある」を挙げる者が多い。  

最期までの自宅療養が実現困難であると考える具体的な理由（複数回答可）  

（％） 9。  
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【資料】「終末期医療に関する調査等検討会報告書」（厚生労働省医政局、平成16年7月）  
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l資料4   

委員会H18．9．27  

今後の高齢化の進展  

′）2025年の超高齢社会像′）  

1．高齢者人口の推移   

○ 平成27（2015）年には「ベビーブーム世代」が前期高齢者（65～74歳）  

に到達し、その10年後（平成37（2025）年）には高齢者人口は（約3500  

万人）に達すると推計される。（図1）  

○ これまでの高齢化の問題は、高齢化の進展の「速さ」の問題であったが、   

平成27（2015）年以降は、高齢化率の「高さ」（＝高齢者数の多さ）が問   

題となる。  

図1 世代別に見た高齢者人0の推移  

【コ  

1g50  

箋料：望ロ00年までは揺動省統計鳥「国勢調査」、2005年以降は国立托会保障・人口同額研究所「日東の将来稚計人口（平成14年1月推計）J   



2．認知症高齢者数の見通し   

○ 認知症高齢者数は、平成14（2002）年現在約150万人であるが、2025  

年には約320万人になると推計される。（表1）  

○ 平成14（2002）年9月現在の状況をみると、要介護者の1／2は、認知   

症の影響が認められており、今後、認知症高齢者は急速に増加すると見込   

まれる。  

表1 認知症高齢者数の見通し  

認定申請時の所在（再掲）単位：万人  
要介護者の認知症老人   要介護者  

自立度  特別養  老人保  介護療養型  その他の  

（200ヱ年9月末現在）  
要支援者  居宅                護老人  

ホーム  
健施設  医療施設   施設   

総  数  314   210   32   25   12   3   

再  
認知症自立度Ⅱ以上   149   73   27   20   10   19  

掲  …君知症自立度Ⅲ以上   
79   28   20   13   8   

（2弓）   （15）   （二4）   （4）   （2）   

将来推   2002  2005  2010  2015  202    2025    030  2035  2040  2045   
計  

認知症  

自立度Ⅱ  
以上   

認知症  90   111  135  157    176    192  205  212  208  
自立度Ⅲ  

以上   4．5    5．1  5．5  5．8  5．8  5．フ   

※下段ほ、65歳以上人口比（瑚  （平成15年6月 厚生労働省壱健局総務課指針〕   

参考：   

自立度Ⅲ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる：   

自立度Ⅲ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする一．  

2   



3．高齢者の世帯の見通し   

○ 世帯主が65歳以上である高齢者の世帯数は、平成17（2005）年現在   

1，340万世帯程度であるが、平成37（2025）年には、約1，840万世帯に  

増加すると見込まれる。（表2）   

○ また、平成37（2025）年には、高齢者の世帯の約7割を一人暮らし・高  

齢夫婦のみ世帯が占めると見込まれる。中でも高齢者の一人暮らし世帯の   

増加が著し＜、一人暮らし世帯は奉匂680万世帯（約37％）．に達すると見  

込まれる。（表2、図2）  

表2 高齢者世帯の将来推計  

（万世）  

2000   2005   2010   2015   2020   2025   

一般世帯  4，678   4，904   5，014   5，048   5，027   4，964  

世帯主が65歳以上  1，114   1，338   1，541   1，762   1，847   1．843  

単独   303   386   471   566   635   680  
比率   27．2％   28．9％   30．6％   32．2％   34．4％   36．9％  

夫婦のみ   385   470   542   614   631   609  
比率   34．6％   35．1％   35．2％   34．8％   34．2％   33．1％  

（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合である。  

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計一平成15年10月推計－」  

図2 高齢一人暮らし世帯数の推移  
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モコ義金善果靡幣風合（男） ヲ毒娼誠暫覧潟胤女）  
資料：結跨省「匡l勢洞査」、国立社会保障・人口問媚研究所「El本の世音数の将来  

推計J、「日本の将束推計人口」  
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4．死亡者数の推移  

○ 年間死亡者数（2004年現在約100万人）は今後急増し、2015年   

には約140万人（うら65歳以上約120万人）、20≧萱華には約160万   

人（うら65歳以上約140万人）に達すると見込まれる。（図4）  

図4 死亡数（総数）の推移と見通し  

死亡者のうち65歳以上の状況（2004年）  

死亡数（総数）約川3万人  
うち65歳以上約83万人（81％）  

資料2∝峠吉での実締は厚生労働省統計情報部「人口動態統計」、2005年以降の推計は、国立社会保障・人口憫倭研究即日本の将来推計人口（平成川年1月推計）」  
年   
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5．都道府県別高齢者人口の見通し   

○ 今後急速に高齢化が進むと見込まれるのは、首都圏をはじめとする「都  

市部」である。今後、高齢者の「住まい」の問題等、従来と異なる問題が  

顕在化すると見込まれる。（表3）  

表3 都道府県別高齢者人口の見通し（上位・下位）  
＼  

2004年時点の   2025年時点の   増加漁（万人）   増加数叢位  

高聴音人口（万人）  高齢者人口（万人）  と増加率（粥）   

埼玉県   109   196   87（＋80鱒）   

東京都   223   308   8■5（＋389應）   2   

神棄」ll県   141   226   84（＋60％）   3   

千葉県   102   173   72（＋71％）   4   

大阪府   155   21999 64（＋41粥）   5   

秋田県   30   34   4（＋14％）   43   

山形県   31   35   4（＋13％）   44   

徳島県   ト9   23  4（・I－19％）   45   

鳥取県   14   1‘7   3（十21％）   46   

島根県   20   22   2（＋ 8％）   47   

全国   2488   34了3   985（＋4（瑚）  

●轟●■檜■r事■憤10月18i仕i蔚人口u、申立諒芸蒜i・人口岩i岩夫まIt腑人口一事■u棚義肘－」より  
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第1回介護施設等の在り方  資料5  委員会 H18 
．9．27   

高齢者の住まいの状況について   



住宅と施設の分類とストック量ミイメージ）  

賃貸住宅1，717万戸  持家 2，867万戸  

公的賃貸住宅  

公的主体が供給  

公営住宅  

補助なし  
（登録のみ）  2相方戸  15万戸  

■  よ  ■ ■■ ■■■■■■ ■●  

単身 33万   

夫婦23万   

■ ■■■■■■■■■  
■●■■■  

■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■●■■■■ ■■■ ■ ■ ■■■■●■■■■■■■■■■●●■■■ ■■ ■■ ■■■ ■ ■ ■●■ ■■■■■■■  

持家（高齢者単身220万世帯＋高齢者夫婦377万世帯）  

■■  

高専賃童 0．4万戸；  
え4万戸  

民賃（単身74万＋夫婦35万）  

∴∴」」UL」L∴コ「＝＝■r＝」L▲コロ■コロ■■コ⊂■コロ■コ」■」■」■コ■コ亡二こ■」■」■」■1」「＝］Lコ」Ll」「二∴∴■」■「コ＝∴＝㌧  
■  

※1特優賃（特定優良賃貸住宅）  ：中堅ファミリー層向けの良質な（比較的広めの）賃貸住宅（建設費  

補助、家賃補助あり）  

※2高優賃（高齢者向け優良賃貸住宅）：高齢者単身■夫婦世帯向け賃貸住宅（バリアフリー仕様。建設費補  
助、家賃補助あり）  

※3高専賃（高齢者専用賃貸住宅） ：高齢者の入居を拒否しない住宅で専ら高齢者に賃貸するものとして  
知事に登録したもの   

く注1）住宅戸数等の住宅ストックに関するデータは、平成15年住宅t土地統計調査等による。ただし、高優賃  
については平成17年3月、高専賃については平成18年8月のデータである。  
（注2）都市再生機構賃貸住宅及び高専賃には、高度賃として供給されているものを含まない。  
（注3）公的賃貸住宅には、この他改良住宅等（17万戸）がある。  

（注4）特養、老健、介護療養の定員数・病床数は平成16年介護サービス施設・事業所調査、有料老人ホーム  
の定員数は平成17年7月厚生労働省老健局調べ、軽費老人ホーム（ケアハウス）の定員数は平成16年社会福  
祉施設等調査報告による。   

－ぢ－  

施設   ●65歳以上の   

高齢者単身・夫婦世帯の生活空間  



高齢者の住宅・施設と主として想定される入居（所）者像（イメージ）  

高齢者専用辛貸住宅  
介護療養型医療施設  老人保健施設  特別養護老人ホーム   公営住宅   持家（自宅）  

（高像賃）  高齢者向け優良賃貸住宅   
（高優賞）   

高齢期の住まいと   
有料老人ホーム等  

賃貸住宅市場で住宅  
入居（所）  長期の療養が必要  病状が安定し、家  身体上又は精神上   の入居（所）看で  賃貸住宅市場で   を賃借する経済力が  †  住宅を自力で確保  －†な  自力による資産形   

する高齢   な者   底等への復帰を日  （轟優貨）  

者像  持す者   者   する者（ 
者   

済力がある者   
利用料低い分、 より所得が少なくて  

ている者が多い）  
ない青も入居可能）   

も入居可能）   

食事等のサービスは内部提供  食事等のサービスは自己調達（外部化を含む。）  

高齢者居住法  

住生活基本法   
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①【高齢者介護・自立支援システム研究会】  

「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」（平成6年12月）  

第2章 新介護システムの基本理念一高齢者の自立支援－   

4 利用者本位のサービス提供   

（地域ケア体制の整備）  

各地域においては、このような「ケアマネジメント」の考え方を基本に、  

サービス連携の拠点やネットワークづくりを進め、関係者が有機的に連携  

した地域ケア体制を整備していくことが求められる。この場合、従釆¢置  

宅と施設という区分けではなく、在宅ケアと施設ケアの連続性の視点を基  

本に捉え、地域全体が高齢者や家族を支えていく施策の展開が望まれる。  

これによって、在宅ケアにあたる家族の安心感が高まり、在宅ケアの推進  

に大きく資することにもなる。  

第3章 新介護システムのあり方  

1 介護サービスの展開   

（1）介護サービス体系  

イ 施設サービス   

（施設のあり方）  

今後の施設ケアは、高齢者の生活の質の維持・向上を図ることを基本目  

標に高齢者の個別性に配慮し、全人的なニーズを踏まえたケアプランに基  

づき、質の高いケアを提供することが求められる。  

また、高齢者の生活の継続性の尊重という観点からは、施設における生   

活は、瑚その意  

味においても、施設ケアにおける快適性（アメニティ）の向上を図ってい  

く必要がある。  

さらに、施設は施設ケアの枠にとどまることなく、在宅ケアを支えてい  

く地域の拠点としての機能を碍極的に果たすとともに、継続的なケアの栗  

現を目指すことが望まれる。在宅ケアの継続に不安をもつ多くの家族の存  

在を考えると、在宅ケアを支援する機能を併せ持つ方向で施設の整備を進  

めることは、その不安解消に大きな役割を果たすものと考えられる。  

介護を必要とする高齢者に対する施設としては、特別養護老人ホーム、  

老人保健施設、療養型病床群、老人病院（入院医療管理病院）が主なもの  

としてあげられる。これらの施設については、高齢者ケアを担う施設とし  

て機能を強化する一方、利用手続や利用料における不合理な格差の解消を  

図るべきである。  

特に、それぞれの施設に入っている高齢者が心身の状態に応じたケアを  

受けられるよう、施設に対する適切な費用支払方式の検討が行われる必要  
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がある。   

新システムの下で、将来的にはこれらの施設は高齢者ケア施設として一  

元化する方向を目指すことが望まれる。ただし、その場合にも、これまで  

の経緯や実態、機能面の特性を十分踏まえ、多様性を幅広く認めるととも  

に、段階的な移行措置に配慮することが望ましい。  
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②【老人保健福祉審議会】  

「高齢者介護保険制度の創設について一審議の概要・国民の議論を深  

めるために」（平成8年4月22日）  

第2部 介護サービスのあり方   

2 介護給付の対象となるサービス   

（2）施設サービス  

③ 介護施設のあり方と機能分担について  

○ 介護施設については、将凍の方向としては、要塙  

なニーズに応えるために 喜の 能と特性 活かしつつ、介塗塵  

設に関する制度体系の一元化を目指すことかが適当であるしただし、  

現状では各施設によって事業主体が異なっていること等を踏まえ、  

一元化は漸進的な方法を進めていくことが適当であり、当面は、介  

護給付に関する事項（給付額、介護報酬の仕組み、利用者負担等）  

の共通化を進める必要がある。  
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③【社会保障制度審議会】  

「新しい世紀に向けた社会保障（意見）」（平成12年9月14日）  

第1部 これからの社会保障の考え方   

第2 生活保障における公私の役割分担と連携   

（4）新たに対応を要する主要な問題  

③高齢者の実情に合った制度の構築  

（中略）  

ただ、高齢者に比較的共通しているのは、現役若年層に比較して、  

低所得だが高資産を保有しているという傾向である。高資産の主な中  

身は実物資産（住宅・土地肇産）の保有にあるが、自ら居住している  

住宅・土地を簡単に処分・換金する訳にはいかない。こうした量塾童  

の保有実物資産を老後の生活費確保のために所得に転換する傘馳圭連  

がり†シーネ・モーゲージと呼ばれる不動産担保金融の仕組みであり㌧  

これが普及すれば、卿公的年金制度  

のスリム化、それによる世代間公平の向上が可能となる。  
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④【高齢者介護研究会】  

「2015年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向け  

て～」（平成15年6月26日） 一報告書概要より抜粋－  

Ⅲ．尊厳を支えるケアの確立への方策  

2．生活の継続性を維持するための、新しい介護サービス体系  

（2）新しい「住まい」：自宅、施設以外の多様な「住まい方」の実現  

（住み替えという選択肢）   

○ 要介護者の生活に適さない家屋など、「住まい」は自宅での生活の継続  
を困難にする要因の1つ。   

○ 自宅での生活を継続するため、介護ニーズにも対応した、高齢者が安   

吐て住め一る「住まい」への住み替えという選択肢を提示することは重   

要な課題巨   

○ 堕申替えの形は以下の2つが考えられる。   

① 要介護状態になる前に、将来、介護サービスが提供されることが約  

衷されている「住まい」に早めに住み替える   

② 要介護状態になってから、「自宅」鵬舌を送ることのできる介  

護サービス付きの「住まい」に移り住む  

（早めの住み替え）  

○ 型享制度では、高齢者卯ナ優良賃貸住宰やシルバーハウジング等が該   

基バリアフリー仕様や緊急通報装置、生舌援鱒員が酉己置されている0   

0 与れらの住宅に住む人l御   
製住宅自体lこ介護サービス提供機能を付帯させる、   

塁しり、規模多機能サービス拠点を併設するし   

⑨ 外部の介護サービスと提携す昼   

参ど様々な方法があるが、365日・24時間の安心が確保されること  

が重要。  

（要介護になってからの住み替え）  

○ 型行制度では、痴呆性高齢者グループホ「ムと特定施設が該当0これ   

阜のサービスは、施設自体は「住まい」であり、住居費や食責は入居登   
埜負担 介吉保険制度は介喜 用口分のみをカバーしている0  

0 準軍施設の対象（現在は、有料老人ホームとケアハウスのみ）を拡大   
し、自宅ではない新しい「住まい」に対して介護サービスが提供できる  
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仕組みを考えていくべき。  

（社会資本としての住まい）   

○ 劣悪な住環境の下では尊厳ある生活を送ることはできない。新しい「住  

まい」は、最低限求められる水準が確保されている必要がある。   

○ 今後は、福祉サービスの視点から住宅をとらえ、新しい「住まい」を   

必要な社会資本として整備していくことが望まれる。   

O 「介護を受けながら住み続ける住まい」という観点では、新たな住ま  

いを整備する‡だけでなく、既存の住宅資源を活用することも重要。  

（3）高齢者の在宅生活を支える施設の新たな役割：施設機能の地域展開、ユニ  

ットケアの普及、施設機能の再整理  

（中略）  

（介護保険3施設の機能の再整理一共通の課題とそれぞれの役割）   

○ 在宅ケアの充実に伴い、施設入所者の重度化は進行していく。今後の  

介護保険施設は、より重度の要介護者を受け入れ、適切なケアを提供す  

るという機能が求められる。   

○ 他方、介護保険3施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療  

養型医療施設）の機能分担については、かねてより議論があり、また、  

それぞれの果たすべき機能と実態とが合っていないとの指摘もある。   

0 3施設が担うべき機能は、大きく分けると以下の3点。  

① 日常生活の中で、自立した生活を支援する機能  

② 在宅生活への復帰を目指してリハビリを行う機能  

③ 長期にわたる療養の必要性が高い重度の要介護者に対してケアを提  

供する機能  

堰がそれぞれの機能を生かし、どのようなサービスを提供するのか  
が、今後の検討課題。   

○ 特別養護老人ホームは、既にユニットケアが制度化されており、一人  

一人の個性や心身の状態に対応した生活支援を行う施設。   

○ 老人保健施設、介護療養型医療施設でも生活環境・療養環境の改善は  

目指すべき方向。ユニットケアを導入している事例もある。   

○ 老人保健施設は、リハビリ施設であり、在宅復帰を支援する機能が求  

められるが、自宅に復帰する退所者は半数以下であり、リハビリ機能・  

在宅復帰支援機能を適切に評価する仕組みを導入することも検討すべき  

である。   

○ 介護療養型医療施設は、他の施設と比較して、重介護・重医療の高齢  

者を対象としており、より多くの医療的ケアが提供されているが、在院  

患者の平均在院日数は長期間にわたっており、療養環境の向上が求めら  
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れる。  

（施設における負担の見直し）  

○ 在宅に比べ、施きには割安感が る。これが寺別き老人ホームの入   

所申込者が多いことの要因の一つとなっていろト  

○ 在宅に365日・24時間の安心が提供され、施設で個別ケアが行わ   

れれば、在宅と施設で同じ内容の介護を受けられるようになる。  

○ 企雛内容が同様であれば、低所得者に配慮しながら、自己負担の考   

え方も同じとする方向で考えていく必要があるヶ  

○ ユニットケアを行う特別養護老人ホームでは、居住費用は自己負担と   

なっている。他の施設についても、在宅との均衡に配慮した見直しを行   

っていくべきである。  
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⑤【社会保障審議会介護保険部会】  

「介護保険制度の見直しに関する意見」（平成16年7月30日）  

第1 制度見直しの基本的な考え方   

Ⅱ．基本理念の徹底一施行状況の検証－  

2．基本理念から見た課題   

（2）在宅ケアの推進－「在宅支援の強化」と「利用者負担の見直し」－  

（中略）  

（多様な「住まい方」の選択肢の確保）  

○ 在宅と施設という問題については、自宅での生活が困難になった時  

の選択肢が、事実上施設しかないという現状を変えていくことも重要  

である。すなわち、「自宅」か「施設」か、叫  

ビス体系を改め、地域において、自宅以外の場所で、必要な介護や生  

活支援サ瑚舌を継続できるよう、多様なケアと「住  

ましりの組み合わせの選択肢を用意していく必要がある。  

（施設入所・入院の在り方）  

○ 在宅ケア推進の観点からは、施設への入所・入院は、本来、最後の   

選択肢として位置づけられる。現在でも、特別養護老人ホームヘの入   

所においては、入所申込者の要介護度等を勘案し必要性が高いケース   

を優先する対応がとられているが、今後はこうした状況や入所・入院   

者の実態を踏まえ、施設入所・入嘩の対象者の重度者への重点化及び   

施設サービスの重度化への対応も検討課題として考えられる。  

（在宅ケアの推進）  

○ 以上のような現状を踏まえ、今後の見直しに当たっては、在宅支援   

体制の強化とともに、在宅と施設との利用者負担の不均衡の是正や多   

様な住まいの選択肢の確保とサービス提供形態の多様化等を通じ、「在   

宅ケアの推進」を一層図っていくことが必要である。  

Ⅲ．新たな課題への対応一将来展望－  

1．新たな課題への対応   

（4）地域ケアへの展開  

－「家族同居」モデルから「家族同居＋独居」モデルヘー  

（「地域ケア」の重要性）  

O Agingin Place－「高齢期になっても、住み慣れた地域で人生を送   

る」これは、多くの人々に共通する願いである。今日、高齢者が住み  
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慣れた地域を離れざるを得なくなる大きな要因の一つが「介護」であ  

る。特に、これは独居世帯においては決定的な意味を持っている。し  

たがって、超高齢社会では、たとえ独居の高齢者が介護が必要となっ  

ても、それまでの生活を継続できるような社会を実現することが大き  

な課題となる。   

その鍵を握るのは「地域」の有り様である。高齢者の自立した生活  

を支えることができる「地域ケア」体制が存在するならば、生活の継  

続は可能となる。高齢者の独居世帯や夫婦のみ世帯が合わせて1，0  

00万世帯を超える時代を迎える中で、こうした地域ケアの重要性は  

ますます高まるものと考えられる。  

（在宅と施設の「二元論」を超えて）  

○ ここで言う「地域ケア」は、これまでの「在宅ケア」と「施設ケア」   

の「ニ元論」を超える概念として位置づけられる。  

現在においても、在宅ケアと施設ケアは急速に接近しつつあるが、   

その動きはさらに早まることが予想される。今後高齢者の独居世帯や   

重度者を支える観点からは、在軍ケアでは「夜間・緊急時の対応」を   

含めた365日■24時間の安心を提供する体制整備が必要となるし、   

一方、施設ケアにおいては、「在宅に近い環境」の下での個別ケアの実   

現が求められる。将来の方向として、両者を統合した地域ケアへの展  

開を目指すべき時期を迎えていると言えよう。  

第2 制度見直しの具体的内容  

Ⅰ，給付の効率化・重点化  

2．施設給付の見直し  

（2）施設サービスの在り方の見直し  

（中略）  

（施設サービスの在り方）  

○ 介護保険三施設の機能については、三施設それぞれの入退所（院）  

考碑舌へ  

の復り 支援する機能、ミき、長 の療養 支塞する機鮭」主左剋＿皇也旦」  

今後の施設サービスの方向性とtては、これらの機能の一層の明確  

化を図りつつ、三施設共通の課題として、†個別ケアの推進」「在宅と  

の連携弓釧脾あげられる。  

まず、「個別ケアの推進」の観点から、 

下で生活できるよう、利用者一人一人の個性と生活のリズムを尊重し  

た「個室・ユニットケア」の普及を図っていくことがあげられる。こ  

のため、ユニットケアを担う人材の育成を進めるとともに、既存施設  
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の改修も含めた施設の居住環境の改善を重点的に進めていく必要があ  

る。居住環境の改善という観点からは、介護療養型医療施設の施設基  

準に関する経過措置についても見直しを検討する必要がある。  

○ また、「在宅との連携強化」や「個別ケアの推進」等の観点から、施   

設におけるケアマネジメントについても、その在り方を検討する必要   

があり、身体拘束廃止を含む入所者の権利擁護の問題についても、一   

層の取組が求められる。  

さらに、入所・入院者の「重度化への対応」という観点から、ター   

ミナルケアも含めた医療との連携強化を図っていくことが重要である。   

迎 

蜘す   

る膵の医療保険との給付調整の在り方などについても、見直しを検討   

していくことが必要である。  

Ⅱ．新たなサービス体系の確立   

2．居住系サービスの体系的見直し  

（居住系サービスの意義）   

○ 高齢者が住み慣れ七地域で生活そ継続できる皐うにす冬ためには、  

自宅生活が恥住  

まい  整備していくことが重要となる．  

このため、有料老人ホームやケアハウスといった「居住系サービス」  

について、地域や入所者のニーズの多様化を踏まえ、以下のような体  

系的見直しを行うことが考えられる。  

（「特定施設入所者生活介護」の対象拡大）  

○ （略）  

（サービス提供形態の多様化）  

○ （略）  

（サービスの質の確保と利用者保護）  

○ （略）  

3．医療と介護の関係  

（中略）  

（重度者に対応した医療型多機能サービス）   

○ また、難病など医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ重度者への対応  
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や、在宅におけるターミナルケアヘの対応などの観点からは、訪問看  

護ステーションや地域に密着した医療機関を主体．とし、訪問看護や居  

宅療養管理指導といった訪問系の医療サービスに家族等の介護負担の  

軽減（レスバイト）を兼ねた通所機能などを付加し、在宅療養をより  

一層支援していくこともーつの方向性として考えられる。  

（施設や居住系サービスにおける医療と介護の機能分担）  

○ さらに、介護施設や痴呆性高齢者グループホームなどにおける入所者   

の葦度化への対応という観点カ、ら、医療保険制厚と介護保険制度の分   

担卿こついての検言寸が必要である。  

実態としても、特別養護老人ホームや痴呆性高齢者グループホーム、   

特定施設などにおいて終末期を迎えるケースが生じており、こうした   

施設や居住系サービスにおけるターミナルケアの在り方は大きな課   

題となっている。阜「ミナルケアに限らず、日常的な健康管理や緊急   

時¢対応も含めし羊うした施設や居住系サービス利用者が、外部の専   

門屡療機関や訪問着護等を利用する場合ドついて、医摩保険との関係   

も含めた基準・朝潮の在僻  

また、在宅との連携という観点からは、看護と介護の連携、施設入  

所時や短期入所時などにおける主治医の継続的な関わりやこれとの   

関連で極蜘   

医頗サービスと介護サ「ビスが提供される体制の在り方について検  

討が求められる。  
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⑥【参議院厚生労働委員会】  

「介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平成17  

年6月16日）  

六 小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスの基盤整備及び介護施設   

の個室・ユニットケア化を推進すること。また、介護予防サービス及び地域   

密着型サービスを提供する事業所については、既存施設を活用するなど効率   

的な整備の推進に努めること。さらに、介護施設、グループホ「ム等の居住   

系サービス凍び介護サービス付きの「住まい」朝住   

宅政策との連携を図りつつ検討を行うキと。さらに、介護者の急病など緊急   

突発的なニーズに対応できるよう、ショートステイを利用しやすいものに見   

直すこと。  

十大 介護需要が増大する中で、介護労働の魅力を高め、優秀な人材を介護の   

職場に確保していくため、介護労働者の雇用管理や労働条件の改善、研修体   

系や資格の在り方の見直しに取り組むこと。また、労働条件の改善及びサー   

ビスの質の確保・向上の観点から、介護施設の施設基準を見直すとともに、   

直行直帰型のホームヘルパー及びグループホームの夜勤についてその労働実   

態を把握し、所要の改善を図ること。  

二十二 介護サービス事業所における施設長・管理者について、就任前の研修   

と修了試験、就任後の定期的な研修を義務づけ事業者指定一更新の際の要件   

とするよう検討すること。また、サービス提供責任者の業務内容を明確化し、   

必要な職業能力開発の仕組みを整備すること。  
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⑦【社会保障審議会介護給付責分科会】  

「平成18年度介護報酬改定に関する審議報告」（平成17年12月1  

3日）  

Ⅱ．各サービスの報酬・基準見直しの基本方向  

（了）特定施設入居者生活介護   

特定施設入居者生活介護については、軽度者と重度者の報酬水準のバランス  

を見直すとともに、高齢者専用賃貸住宅のうち十分な居住水準等を満たすもの  

への適用、早めの住み替えに対応した外部サービス利用型のサービス形態の導  

入を行う。養護老人ホームについても外部サービス利用型の仕組みを活用でき  

るようにする。  

（9）介護保険施設   

介護保険施設については、ユニット型個室等と多床室との報酬水準の見直し  

など本年10月の介護報酬改定に関連した課題への対応、経営状況等を踏まえた  

見直しを行う。   

また、介護保嘩施設の将来像としては、匝細  

りつつ、牒  

の集約を図る。こうした将来像を踏まえ、18年度改定においては、中重度者へ  

の蔓点化、在宅復帰支援機能の強化、ケアマネジメントの充実などサービスの  

質の向上、人材の専門性の確保、個別ケアの推進等の観点から見直しを行うと  

ともに、サービスの質、機能に応じ、プロセスや成果に関する評価を積極的に  

導入する。  

（介護療養型医療施設）   

介護療養型医療施設については、療養病床の在り方とこれに対する介護保険  

と医療保険の機能分担の明確化、さらに、介護保険施設の将来像を踏まえ、一  

定の期限を定めて、利用者の実態にも留意しつつ、「在宅復帰・在宅生活支援  

重視型の施設」や「生活重視型の施設」などへの移行等を図る。   

このため、生活環境や在宅支援機能を充実した体制について一定の期限を定  

めて報酬上の評価を行う。また、医療保険との機能分担を図る観点から重度療  

養管理加算についても見直しを行う。  
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⑧【社会保障審議会】  

「社会保障審議会答申」（平成18年1月26日）   

平成18年1月26日厚生労働省発老第0126001号をもって社会保障審議会  

に諮問のあった標記については了承する。   

なお、下記の事項については、社会保障審議会介護給付費分科会におけるこ  

れまでの審議も踏まえ、今回の介護報酬・基準等の見直し後、さらに検討を進  

め、適切な対応を行うものとする。  

3．特定埠設等御ヽては、  

支纏   

方について検討を進めるこL  
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⑨【社会保障の在り方に関する懇談会】  

「今後の社会保障の在り方について」（平成18年5月26日）  

Ⅴ 社会保障分野に係る今後の課題  

4 介護保険制度  

（中略）  

（サービス体系全般の見直し）   

在宅サービス等については、地域密着サービス、地域包括支援センターな   

どの新たなサービス体系について、その実施状況等を踏まえ、より効果的・   
効率的な体制の在り方について継続的に検討を行い、必要な見直しを行うべ   

きである。あわせて、畢療と介護の連携を含め、中重度者への重点的な対応   

如舌を支援する   

塾重力、ら、福祉施策と虻宰施策の連携の強化を図ることが必要である0施設   

些ニビスlこついては、療養病原の見直しも踏まえ、入所者lこ対する医療提供   

の在り方 Aめ、基本的な り方について見直し 討すべきである虹  

（以下略）  

ー15－   



⑩【参議院厚生労働委員会】  

「健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する  

体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案に対する  

附帯決議」（平成18年6月13日）  

十 療養病床の再編成に当たっては、すべての転換を希望する介護療養病床及   

び医療療養病床が老人保健施設等に確実に転換し得るために、老人保健施設   

の構造設備基準や経過的な療養病床の類型の人員配置基準につき、適切な対   

応を図るとともに、今後の推移も踏まえ、介護保険事業支援計画も含め各般   

にわたる必要な転換支援策を講ずること。また、その進捗状況を適切に把握   

し、利用者や関係者の不安に応え、特別養護老人ホーム、老人保健施設等必   

要な介護施設及び訪問看護等地域ケア体制の計画的な整備を支援する観点か   

ら、地域ケアを整備する指針を策定し、都道府県との連携を図りつつ、療養   

病床の円滑な転換を含めた地域におけるサービスの整備や退院時の相談・支   

援の充実などに努めること。さらに、療養病床の患者の医療区分については、   

速やかな調査■検証を行い、その結果に基づき必要に応じて適切な見直しを   

行うこと。  
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⑪【健康保険法等の一部を改正する法律】  

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）  

附 則   

（検討）  

第二条 （略）  

2 （略）  

3 政府は、入所者の状態に応じてふさわししサービスを提供する観点力、ら、   

分譲保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四   

型斬施設の入所   

考に対する医療卿   

等の設備及び運営に関する革準並びに利用者負担の在り方等について検討を   

加え、瑚要な提置を講ずるとともに、地域における適切   

な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるもの   

とする。  
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65歳以上人口に占める認定者数、  天本委員提出資料  

各国の介護施設・ ケア付き高齢者住宅の割合  

15．7％  

10．0％   




